
（６）徴収猶予に関する調べ

税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数

-                        -        

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

-                        -        

(1,288,243,300) (3,970)
1,361,962,200      4,161  

-                        -        

(311,501) (-)
311,501               -        

(1,288,554,801) (3,970)
1,362,273,701      4,161  

(1,199,627,401) (2,124)
1,424,296,451      2,350  323,842,980         236      
(2,488,182,202) (6,094)
2,786,570,152      6,511  3,261,684,595      2,019   

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

(3,388,600) -        
3,388,600            -        

上記のうち地方税法第１５条及び同法附則第１２条以外の徴収猶予
（単位　円）

税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数 税　　額 件数

(1,288,243,300) (3,970)
1,361,962,200 4,161

-                        -        

(311,501) (-)
311,501               -        

(1,288,554,801) (3,970)
1,362,273,701 4,161

(1,199,627,401) (2,124)
1,424,191,411 2,348

(2,488,182,202) (6,094)
2,786,465,112 6,509

-                        -         -                        -        -                        -        -                        -         

(3,388,600) (-)
3,388,600            -        

-                        -         

自 動 車 税

-         

1,841,204,615      53       

34,500                

1        

1         

1,629,400            3         

自 動 車 取 得 税

計 22,697,295,138     

-                        

24,470,368,450     

滞 納 繰 越 分

現 年 課 税 分
(地方法人特別税 )

-        

875    

22,679,875,148    

合 計

滞 納 繰 越 分

3,261,297,015 2,005

3,520,744,623

軽油引取税
（法第144条の29該
当）

-                        

24,521,391,264 832

自動車取得税
（法第125条該当）

-         -         

53

備考　 徴収猶予の承認後に課税の取消し又は減額となったものについては、「減額、取消又は他処分への移動額」欄に（　）内書きとして
　 　 記載した。

現 年 課 税 分
(地方法人特別税 )

30,518,120,577 9,389 24,470,358,450 875

323,489,900

22,697,295,138

2,649 1,773,063,312

6,740 797

78

26,997,375,954

223

1,782

3         滞 納 繰 越 分
(地方法人特別税 )

計

（単位　円）

不動産取得税
（法第73条の25他
該当）

区 分
徴　収　猶　予　額

26,997,410,454     

-                        

2,475,984,690 18

-                        

30,518,623,197     9,405   

-                        

779     

1,773,073,312      

-         

差引徴収猶予額収　入　済　額

-                        

法人事業税
（法第72条の38の2
他該当）

-                        

-         

17,419,990

減額、取消又は
他処分への移動額

不 動 産 取 得 税

-                        -        -                        -         

2,475,984,690      5,908   

法 人 県 民 税

18      

-                        -        -                        -         

1,096,602,500      

-                        -         

-                        -         

17,419,990          

個 人 事 業 税

法 人 事 業 税

徴　収　猶　予　額

-                        

滞 納 繰 越 分
(地方法人特別税 )

10,260,565          4         5,242,565            

備考　 徴収猶予の承認後に課税の取消し又は減額となったものについては、「減額、取消又は他処分への移動額」欄に（　）内書きとして
　　  記載した。

法人県民税
（法第55条の2他該
当）

1,096,602,500

区　　分

-         

-         

-                        

-                        

減額、取消又は
他処分への移動額

-                        -        

-        

5,908

差引徴収猶予額収　入　済　額

10,260,565          4         5,242,565            1        1,629,400            

-                        

779     

-        

1,841,204,615

-                        

2,937,807,115

22,679,875,148    

-                        

1,729   

2,937,841,615      1,783   

1,729

-        

-        

-        

合 計

3,521,212,743      

832      

6,741   

軽 油 引 取 税

797    

-        

24,521,391,264    

2,664   

-                        34,500                1         

78      


